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新年に思う ―コロナへの視点―

会 長 萱 栄次 1

コロナに暮れ、コロナに明けた今年、改めて、考えさせられたことがあり

ます。

コロナ禍の問題は、マスコミで連日報道されています。世界中が大騒ぎ

しているのが現状です。何よりも一日も早く感染の収束・絶滅をすることが

現在の最も重要な課題です。

ここでは、その次の問題での視点についてふれたいと思います。今はそ

の時期ではないので、大きな話題にはなりませんが、コロナ発生の原因の

追求です。最終的には、この原因をなくすることが一番大切ではないかと

思われます。

この３０年で、少なくとも３０の新しい感染症が発生したと言われていま

す。自然環境の破壊が大きな原因だと指摘されています。思えば、人間は

利潤を追求するあまり、自然界に無秩序に介入してきました。地球温暖化

もその結果といえます。

そうです。地球温暖化もコロナ禍も、人間の利潤第一主義が招いた「人

災」といえます。将来的には、この視点を基本として、コロナの原因を作らな

い社会を築くことが求められています。

お互い健康には十分気をつけて、諸活動に頑張っていきたいと思いま

す。

コロナ禍のもとでも１９名が参加
―２０２０年度退職予定者のつどい―

岡山支部 美甘 晃

12月19日(土)、コロナ禍の

もとではありましたが、高退

教・高教組共催で2020年度の

「退職予定者のつどい」を開

催しました。西川原プラザに



19名という大勢の退職予定者の参加をいただき、定年後の「全教共

済」「すくらむ共済」についての高教組書記局の解説、高退教会員

からの体験談などをもとに、定年後の仕事や生活についての期待や

不安について懇談しました。高退教事務局からは５名、高教組本部

から2名が参加しました。

村田高教組委員長・萱高退教会長の開会挨拶では、再任用教員の

待遇や展望、高退教への加入のすすめなどがありました。今年度退

職予定者の年金支給開始が６４歳からということもあり、ほとんど

の参加者はフルタイムの再任用で勤務をつづけるということでした

が、再任用や非常勤などの待遇は、定年制の延長が目されるもとで

若干の改善はあるもののまだまだ不十分であり、今後もたたかいが

必要だと訴えられました。

藤原事務局長の高退教の活

動の紹介につづき、定年後の

体験談が、武田芳紀さん、岸

本幹雄さんから報告されまし

た。

武田さんからは、「退職後の

新しい人生のスタートに向け

て」と題し、これからのたっぷりな時間をいかに自分なりの生きが

いをもってポジティブに進んでいくか、自らの体験をもとに参加者

への「エール」といえるお話をいただきました。現職中にとりくん

だ仮説実験授業の実践が現在就いている岡山理科大学科学ボランテ

ィアセンターのコーディネーターにつながっていること、退職の春

に起きた東日本大震災のボランティアの経験が真備の被災者支援に

生かされたこと、東北でスケッチにとりくんだことが美術の講座へ

の参加・作品の出品・愛好家の仲間づくりにつながったこと、科学

ボランティアで地域や若者とつながったこと、岡山市内でのシニア

スクールに講師として参加しさらに新たな交流が生まれたことな

ど、さまざまな豊かな体験が語られ、教職にあったことで知らない

うちに身についている多様な能力を生かし、再び豊かな人生を生き

るよう参加者を励ましました。

５年間の再任用期間を経て現在非常勤講師という岸本さんから



は、両親の介護、実家のブドウ栽培、

町内会の役員といった多忙なプライ

ベートと並行しての教員生活や高教

組活動への支援など、現況が語られ、

参加者の共感を得ました。やはり再

任用や非常勤の待遇改善が待ったな

しの課題になっているとし、教員免

許更新の矛盾解消も含めて、今後も教員の待遇改善や教育の条件整

備にかかわっていきたいという決意が伝わってきました。

最後に、事務局からの退職金や定年後の健康保険・年金・税金な

どについての若干のアドバイス的な解説を経て懇談に移りました

が、予定の時間が来たため、残念ながら深く論議することはできま

せんでした。コロナの困難な状況の下でも１９名の先生方が参加さ

れたように、定年後の生活についての期待・不安・関心の大きさが

うかがえます。今後の生活の一助としてくださったことと信じます

が、参加者の声をもっと引き出せるような工夫を論議しながら、来

年度以降の準備をすすめる必要があると思わされました。

愉快に なごやかに あっという間の２時間
―岡山・旭東支部合同で長寿を祝う会―

旭東支部 岸本幹雄

2020年11月 11 日(水)、高退教岡山支部と旭東支部は、岡山高教組会

議室を会場に、昨年85歳を迎えられた日高忠男さん(岡山支部)、荒木敏

和さん(旭東支部)、高垣章二さん(旭東支部)の3人をお招きして、両支部

合同の「長寿を祝う会」を開催しました。会には、小林軍治副会長をはじ

め、高退教会員6人が出席、合計9人の参加で、なごやかなひとときを過ご

しました。

まず、3人の方から、退職されてから最近の日常の様子まで、色々とお話

しいただき、続いて参加者からの質問に答える形で、現役の頃の思い出な

ども語っていただきました。3人の先生は、お互いに同僚として同じ職場で

勤務されたこともある方同士で、その当時の多彩な「秘話」もお聞きする



ことができました。

日高さんは現役のときは数学の教員であり、趣味の囲碁は

大学時代から始められ、昭和40年代の頃は、空き時間や放

課後、宿直室などで囲碁打ちするなど「古き良き時代」だっ

たそうで、互助組合の囲碁大会には毎年参加されたそうで

す。高退教では会計監査を数年されたそうで、最近の日常では、毎日の

操山への散策、週1回は囲碁の会へ参加、月 1回は老人会の廃品回収な

ど、悠々自適の生活ぶりを語られました。

高垣さんは、現役時代は数学の教員であり、演劇部の指

導を長年されてきました。映画「あかね色の空を見たよ」の制

作実行委員会のとりくみをはじめ、文化活動での思い出も語

り尽くせぬほどでした。高退教では事務局長も歴任され、一

番記憶に残っているのは、「永年会員」の制度を改め、11年を超えてからも

会費納入してもらうようにして、高教組から毎年80万円の補助金を10万円

ずつ減額して、現在は高教組から独立した高退教会計にされたそうです。

また、80歳のとき「その時10歳のわたしは」 (操山高校同窓生の戦争体験

記)を発行され、最近それを増刷されて、正月に教え子が来たときなどに、

その冊子を手渡しているとのことです。

荒木さんは、現役のときは英語の教員で、退職後10年くらい

非常勤講師をされていたこと、高退教事務局次長をされて

いたこと、高退教の作品展の開始の時期に関わったことな

どを話されました。また、パソコンに造詣が深く、パソコンは10

台以上もデスクトップを自作されたそうで、現在も2台のパソ

コンを使われており、そのうち1台は趣味の写真専用とのことです。いまは、

写真クラブとダンスクラブに関わっているそうですが、昨年の新型コロナの

感染拡大以降、ダンスは手袋とマスクをしてされているとのことです。

現役時代から退職後の、さまざまなエピソードに感心したり笑ったりする

うちに、あっと言う間の2時間が経ち、参加者

全員の集合写真を高教組の村田委員長に

撮影してもらい、記念品をお渡しして散会と

なりました。



玉島の戦争遺跡
―「トーチカ」のような建造物について（スケッチとともに）―

備西支部 武田 芳紀

「高退教岡山」通信の第154号に、美甘晃さんの「第48回自然歴史

探訪」の報告が載っています。この報告は、四国霊場の88か所の一

つ「雲辺寺山から豊捻池へ」探訪したときの報告です。ところで、

その報告の文章とそこにあった写真（山麓にある「トーチカ」の写

真）を見たときに、「これだ！」と私は思わず叫びました。、「これ

だ！」と私は思わず叫びま

した。それは私の住んでい

る玉島の乙島地区にある戸

島神社の境内の少し横にコ

ンクリートでできた「不思

議な」な建造物があり、そ

の形状ととても似ていたか

らです。実は以前、倉敷市

の「戦争遺跡」の指定がな

造物がどういう目的で作ら

高さは約２ｍの円形の建物・高さ１０㎝くら れたのか、明確に説明され

いの覗き窓が横に並んでいる「玉島平話美術 ていないのです。ただ、乙

展２０２０の出品作品 その１」 島には、ほかにも戦争遺跡

に指定された場所（史跡）がいくつかあります。その代表的なもの

は、「高射砲」の跡です。それは、戸島神社のある山と近くではあ

りますが、別の山（地元では「高山」という名で呼ばれている）の

上にあります。また、その近くに、その高射砲で使用するための弾

薬を入れていた「弾薬庫」跡もあります。この高射砲ですが、玉島

と高梁川をはさんで東にある水島地域にかつて、戦闘機を作る工場

がありました（現在は、「三菱自動車」の工場が建てられています）。

これは、当然、米軍の攻撃目標とされるわけで、それに対する防

御を意識した施設が周辺に作られています。その代表が、亀島山の

地下工場（跡）ですが、ほかにも、実際の爆撃機や戦闘機の攻撃に



備えて、高射砲が周辺に配置されていました。（私が聞いているの

は、水島の北の連島、それと玉島のもの） そうすると、軍事的な

ことはよくわかりませんが、弾薬庫は当然必要でしょう。と同時に、

高射砲で敵機を砲撃し、砲弾が命中したり、撃墜されたかどうか、

それを見届ける施設（？）も必要でしょう。それで、私は、この建

造物は、おそらくそのために作られたのではないかと考えていまし

た。この建造物の説明には＜「トーチカ」のような建物＞と

書かれたりもしています。トーチカというのは、「（ロシア語）機

関銃や砲などを備えた、コンクリート製の堅固な小型防御陣地（デ

ジタル大辞泉）」と言われます。美甘さんによると雲辺寺のある山

麓は、軍に接収され、「山砲射撃練習場として終戦まで使用された」

とのことで、「細い山道沿いのトーチカは砲弾の着弾地点を観測す

るためのもので、昭和初期に設置された」そうです。なので、私と

しては「わが意を得たり」という思いがしたのです。

実は、昨年、玉島での「原水爆禁止平和大行進」（実際上はネッ

ト上で実施）にあわせて「玉島平和美術展」を玉島九条の会主催で

実施しました。一昨年のこの取り組みは、この「高退教岡山」の通

信でも紹介させてもらいました。昨年は、この建造物を描いたスケ

ッチ（「鉛筆画」）を出品させてもらいました。他にも高射砲を描

いたスケッチなど数点も展示したのです。そこで、今回は、この「ト

ーチカ」のような建造物の絵をまず掲載させていただき、引き続き、

この平和美術展に展示した作品とその解説を数回にわたり連載させ

ていただきますね。

憲法とともに歩む人生―備南高校時代(前半)―

岡山支部 小林軍治

はじめに

1973 年(昭和 48)4 月、勝山高校から備南高校に転勤した。備南高

校には、73 年 4 月から 85 年 3 月までの 12 年間在籍した。この間 75

年 4 月から 80 年 3 月までの 5 年間は、岡山高教組の本部執行委員

として、組合活動に専念した。

今回は、備南高校時代(前半)の 73 年 4 月から 75 年 3 月までの 2

年間を振り返ってみる。



備南高校は、1948 年(昭和 23)3 月、岡山県玉野市立高等学校定時

制部として、機械科・造船科の 2 学科(定員 400 人)で設立認可され

た。三井造船株式会社多摩の事業部に従事する若者(養成工)を教育

する機関として出発した。

1051 年 9 月に、岡山県玉野市立備南高等学校と改称した。52 年 4

月に商業科を設置した。定員は 200 人。

転勤して驚いたこと

転勤が決まったので、学校の下見に車で出掛けた。三井造船所の

近くと聞いていたので、それらしき建物を探したが見つからず走行

した。通り過ぎたのではないかと引き返した。古い木造の建物を見

つけたので、近寄ってみると、「備南高校」と書いてあった。正直

びっくりした。これが学校(高校)かと、驚いた。私がこれまで、学

校(高校)と思っていた外観とあまりにも違っていた。

もっとびっくりしたことがある。それは、4 月中旬に、新任者全

員が教務課長に連れられて三井造船所の総務部長(人事部長？)に、

挨拶に行ったことである。私達は三井に採用されたのかと思った。

した。三井造船側からすれば自分の学校と思っていたのかもしれな

い。開校以来、学校の敷地、建物をはじめとする施設のほとんどが

三井造船からの借り物である。昼食も時々、三井造船の食堂で食べ

たりした。

生徒の現状と授業環境

私は、2 年商業科を担任した。生徒は 25 人で、男子は 2 人であ

とは全員女子である。職場は、紡績・縫製関係が多い。男子の一人

は、私と同年代で、歯科技工士の資格を取るために学んでいた。目

的がはっきりしているので欠席も少ない。女子生徒は、勤務時間等

の関係もあり欠席が目立つ者が多い。3 人休学となった。

学校全体の生徒の状況は、資料１のとおりである。
資料１

生徒の状況(48.5.1 現在)

a 生徒数

昼間(機械・造船科)317 名

夜間 機械科 59 名 463 名

商業科 87 名



b 通学の状況

(ア)通学方法

自転車 44 ％

バス 10 ％(Ｔ社のバス通学含む)

自動二輪 5 ％

（イ）片道通学時間

30 分未満が多い(寮が近いため)が、30 ～ 60 分かかる者が 10 ％いる。

c 進路の状況

ほとんどの者が卒業後も職についているが転職のケースはよくある。

d 生徒の勤務先

三井造船(下請け含め)80 ％

帝国興業(学生服メーカー) 8 ％ 11 ％

サンエスコート(学生服メーカー)3 ％

看護婦(三井・松田等) 6 ％

e 生徒の出身地

県内と県外比は 7 対 3 である。県外からは四国各県からと九州各県がほとんどである。

授業環境については、次の岡山高教組機関紙(1973 年 12 月 5 日・

316 号)に記載された『「職場のうた」・・備南高校の存続運動』よ

り抜粋する。
カーテンで二つに仕切られた教室で、隣の授業を気遣いながらも、できるだけ一人一

人にわからせる努力をしなければならない。必修クラブでソフトボールをやるといえば、

二塁ベースあたりまでせり出している山肌も、三塁上の校舎もルールにとり入れないと

授業にならない。「ファウルでも何でも障害物に当たって地上に落ちるまでにとればア

ウトです」いい当たりほどアウトになりやすい不合理もあるが、中庭程度のグランドで

できる工夫といえばこれがせいいいっぱいなのだ。

４．２７ 全国統一行動への参加

岡山高教組は、公務員共闘が提起した春闘山場の統一行動につ

いて、4 がつ 18 日の臨時評議員会で次のように決定した。

「早朝勤務時間に 29 分くいこむ校地外の要求貫徹集会を開く」。

「夜間定時制分会にあっては、授業くいこみも含めて、ＨＲ前後勤

務時間 29 分カットの校地外集会を基本とする」。

備南分会では、執行部を中心に職場集会を重ねた。私は、勝山高

校での経験をもとに統一行動については、組合員のそれぞれの行動

を最大限保障することが泰節であると強調した。その結果、裏門を

挟むように輪になって校地内外の集会を行った。一部ではあるが初



めて校地外へと歩み出したのである。

この行動を通して職場の中で、管理職への批判も含めて自由に物

が言えるようになった。組合は団結も高まり「力」もついた。この

「力」が、備南高校存続問題では大きな役割を発揮した。

備南高校存続問題

この問題については、当時の備南分会役員の井上けんじ先生が、

全国教研(1974 年 1 月 18 日～ 21 日山形市)で発表した。「青少年の

学習権と備南高校のとりくみ」をもとに報告する。私と小川澄雄先

生が報告書作成の助言者として加わった。

この問題が学校で正式に明らかになったのは、73 年 5 月 15 日の

第一回運営委員会(機械・造船・商業の科長と各課長で構成)であ

る。校長・教頭から次の 3 点の発言があった。

①来年度以降、三井造船が養成工を募集しないとの報告があっ

た。

② 51 年度くらいで独立校としての存続が困難となる。

③夜間定時制については、白紙状態である。昼間がなくなれば、

設備不足のため夜間工業科の存続が困難となる。

この発表を受けて備南分会は、「憲法二十六条に定められた教育

の機会均等の精神に基づき、働く青少年の学習権を保障する課題で

ある」ととらえた。5 月中旬から 6 月中旬にかけて、職場会議、職

員会議を精力的に開き、「玉野に定時制は必要だ。たとえ一人でも、

働きながら学びたいという生徒のためには門を閉ざしてはいけな



い。」と立ち上がった。

6 月 8 日には、玉野市総務文教委員会に教職員の総意として学校

長より、次のような内容の「要望書」を提出した。

①夜間定時制は必ず残していただきたい。

②昼間については近い将来全日制高校に移行する方向で検討し

ていただきたい。

③教職員の身分を保障すると同時に不当な人事はしないこと。 6

月 10 日の岡山高教組定期大会では、井上先生が代議員として参加

次のような特別発表をした。「三井造船が養成工の募集を停止した

ので備南高校は存亡の危機にひんしている。みなさん、力を貸して

ください。」

大会は、この問題を組織全体でとりくむことを満場の拍手をもっ

て確認した。6 月末から 7 月にかけて、岡山高教組倉敷・児島支部

の玉野地区協議会(玉野高校・玉野市立商業・備南高校)を中心に、

県会議員への申し入れ、本校卒業生への協力要請を行った。 6 月 27

日には、倉敷・児島支部の 11 分会の代表が本校を訪問して、校内

を視察した。視察後、備南分会長より現状を報告し、今後のとりく

みについて話し合った。

この間、7 月 16 日には玉野市教委との交渉を行なった。30 日に

は、市教委から次のような中間報告があった。

①来年度は夜間だけ募集する。

②私立商業高校との併設は難しい。

③市内中学校に夜間照明をつければ併設も可能である。

④工業科は金がかかりすぎる。普通かも考えたい。

⑤設備面での充実は新年度から予算を組む。

その後も玉野地区協議会を中心に、県教組とも協力し、市内中学

校６校の２・３年生の保護者にアンケートをとるなど、地域の教育

問題として運動を進めていった。この運動の中心としてリードして

くれたのが、玉野高校の高垣先生であった。いまでも感謝している。

８月 11 日には、第 2 回目の対市交渉を行った。その後は、アン

ケートを回収し、集計・分析に入った。

運動の成果は、

①夜間はさしあたり来年度は募集することとなった。



②施設設備面での予算(増額)を組むことを約束させた。

③組合の団結力が強まった。などである。

今後の課題としては、

①全日制高校実現に向けたとりくみ(総合制ふくむ)と結合した

とりくみ

②生徒会の要求(ストーブ・給食など)と結合したとりくみ。

③地域・父母との連携を強化するとりくみ。などである。

次号では、社会問題研究部の結成、高校部落研集会への参加、定

時制事務局の担当などについて報告したい。

新年を迎え、元「少国民」 の訴え

－学術会議会員の任命拒否はファシズムへの道－

岡山支部 安東 誠

1 「学問の自由」（憲法23条）の侵害は明白

1349団体（学術団体だけでなく、

文学・演劇・映画・宗教・労働・

女性・自然保護・消費者など）の

抗議声明。 ノーベル賞受賞者をは

じめ、一般市民の個人など数多く

の人々の抗議や訴えの声が上がり

ました。 1349団体が 立場の違い

を超えて抗議するのは歴史上初め

てのことではないでしょうか。 国

会での徹底究明と考え合わせるな

らば「学問の自由」の侵害は明ら

かです。

菅首相は、 拒否問題の国会審議



で、人事案件を理由に１００回以上も説明拒否。官僚メモの棒読みなど、

このこと自体が「学問の自由」の侵害を自ら証明するものです。資料1に

示された諸事実が任命拒否の理由であることは明白ですが、それを認めれ

ば 侵害を公然化することになるからです。問題はそれだけではありませ

ん。政権の常套手段である論点のすり替えです。

学術会議が何か問題のある組織であるかのようなデマゴギー（政治的虚

偽宣伝）を振りまき、国民の目から事実を覆い隠すことに躍起になってい

ることです。マスコミから「ごまかしに満ちた文章」とまで酷評される「日

本学術会議の在り方に関する提言」 （自民党プロジェクトチーム作成）

なるものまでまとめる始末です。 全国的な抗議や訴えに共通する危機感

は、首相や政権のファッショ的な姿勢とその動向です。

2 ナチス・ドイツのファシズムとニーメラー牧師

ドイツでは、第一次世界大戦（1914～18）の末期にブルジョア民主主義

革命が起こり、君主制が倒されました。戦後の1919年7月に 議会でワイマ

ール憲法（人身の自由 ・言論の自由・生存権などの民主主義的権利が定

められた画期的憲法）が制定され、共和制が実現、社会民主党が政権を掌

握しました。しかし、敗戦後のドイツは深刻な社会不安が続いており、そ

れを利用して ナチス（国家社会主義ドイツ党）が台頭、1921年にヒット

ラーが党首になりました。政党名からして大衆的政党であるかのように見

せかけて反共デマゴギー、反ユダヤ主義、ゲルマン民族至上主義などを喧

伝し、勢力を急速に伸ばします。

1929年の世界大恐慌は、ドイツの全産業に大打撃を与え、500万人の失

業者、大衆の困窮化などで社会不安は一層深まりました。そんな社会状況

の中で、ナチスは第一党になり、ヒットラーが首相に就任しました。当時

ドイツ共産党は労働者階級をはじめとして広範な民衆に影響力を強めてい

ました。ヒットラーは、このドイツ共産党の抑圧を第1に、反対勢力の排

除により独裁体制をつくることを企てていました。そのために、ワイマー

ル憲法の大統領の権限を悪用して緊急命令を発動、言論の自由・人身の自

由などの民主的権利を侵害するなど暴政を重ねました。

1933年2月27日の国会放火事件を共産主義者の謀略であるとでっち上げ、

「共産主義者の暴動から国と人民を守る」というデマゴギーを喧伝しなが

ら、約4000人の共産党員と2人の社会民主党幹部のほか、自由主義者や民



主主義者を一斉検挙、さらに3月5日の国会選挙でドイツ共産党が獲得した

81議席を抹消しました。その上で「全権委任法」を成立させ、ワイマール

憲法を実質廃棄、大統領と首相を一つにした「総統」という絶対権力の地

位を樹立しました。ヒットラー総統の登場です（1934）。ホロコースト（大

虐殺）・強制収容所・ゲシュタポ（秘密警察）・人種優位性誇示 ・絶対服

従強制などの言葉に象徴されるドイツ・ファシズムの独裁政権は、第二次

世界大戦（1939～1945）への道を突き進んでいきます。

マルティン・ニーメラー牧師（1892～1884）

ドイツルター派の牧師。ナチス・ドイツのヒットラー政権がドイツ中の教会を

意のままにしようとしたことに抵抗した「ドイツ教会闘争」の指導者。 1937

年7月1日に逮捕され、1945年の敗戦まで獄中や強制収容所に拘留され

ました。戦後ドイツ教会の再建に尽力し、西ドイツの最軍備や核武装に反

対するなど、内外で平和について発言しました。（言葉は資料４）

抗議声明を出した日本キリスト教協議会の星出卓也さんは、牧師の言葉

に関わって概略次のように述べています。

ニーメラーが指摘しているのは、自分や自分の関わる教会に危害が及ぶ

まで、すでに起こっていた現実に無関心であったこと、それは他人のこと

であり自分の問題とは考えなかった。そんな自分は結果的に加害者に加担

してしまったのであるとして、彼は自分の罪責を告白しているのである。

そのように述べた上で、任命拒否の問題について、「学者」という狭い

問題ではなく人々の言論を封殺し真実を見えないようにしようとするもの

である。彼の言葉は時代を超えて今の私たちに呼びかけ続けている警告で

はないか。

過去の日本における「学問の自由」の侵害の歴史、そして、菅政権とそ

の周辺による憲法法律無視の謀略的な攻撃の現実を見るとき、星出さんの

指摘は実に貴重な教訓ではないでしょうか。

3 戦前の「学問の自由」の侵害－１億総洗脳・侵略戦争へ－



「学問の自由」の侵害は突然始ま

るわけではありません。 資料2の

年表は1928年からのものですが、1

923年の関東大震災の社会不安を口

実に戒厳令を発動し、政府の命令

違反を理由に共産主義者・無政府

主義者をはじめ、進歩的労働者・

市民などに大弾圧を加えました。

（川合義虎など10名は警察署で殺

害、 河合栄夫妻は憲兵が虐殺）

さらに、政府・警察は、朝鮮人に

不穏な動きがあるとデマを流し、

軍隊や警察に扇動された民衆の手

で数千人の朝鮮人を虐殺させまし

た。数百人の中国人も犠牲になり

ました。

戦前の主な侵害事件は資料5に示さ

れていますが、京大滝川事件と「天

皇機関説」事件が特によく知られています。ここでは、「天皇機関説」事

件について概略を述べたいと思います。

この学説は、美濃部

達吉によるもので、

大日本帝国憲法を自

由主義的に解釈して、

統治権の主体は天皇

ではなく国家という

法人であり、天皇は

国家の一機関である

と規定しています。

天皇制を基本的に認

めた上で、政党と議

会の役割を高めよう

とするものであって1



920年代には半公認の学説だったのです。1920年代には主流であり半ば公

認された憲法学説の首唱者であった美濃部氏を、国体（神聖不可侵の天皇

を戴く国家）に反対する反逆者などと攻撃、政権は著書を発禁にする弾圧

を加えました。 検察は不敬罪として起訴をする動きを見せるといった状

況の中で、美濃部氏は貴族院議員も辞職せざるを得なくなりました。（193

5）

さらに権力は、「天皇機関説」の影響を根絶するために『国体の本義』

を刊行、皇国史観をもとにする軍国主義体制の確立に向けて思想統制を一

段と強化しました。（1億総洗脳）『国体の本義』には「我を捨て私を去り

ひたすら天皇に奉仕することが（中略）われら国民の唯一の生きる道」と

書かれていました。

政権はこの『国体の本義』を教育の根幹に据えるために、1941年に

は国民学校令を公布、小学校を国民学校に変えました。（小生小5のとき）

そして中等・高等の学校令も改訂して「皇国の道に則り『錬成』を行うの

が教育の目的」と定めました。学ぶことは国民になることであり、国体を

維持するためには自己を犠牲にすることは臣民の務めというわけです。「大

東亜共栄圏」を掲げて侵略戦争の道を突き進みます。



４ 歴史に学び、自分のこととして

冒頭で1349団体が抗議声明を出したことを紹介しましたが、特にその中

で学術研究関係以外の数多くの団体が含まれていることに注目したいと思

います。それは、任命拒否の問題が学者だけの問題ではなく、国民一人ひ

とりに関わっている危険な事態であることの現れと考えるからです。以下、

いくつかの声明と個人の声の要所と思う部分を紹介します。

消費者連盟 政府の意向に反する研究を行い発言する科学者を、学術

会議という公職から追放するという今回の措置は、戦後米国で吹き荒れた

赤狩り、マッカーシズムそのものである。

次に来るのは市民活動の締め付けであり 規制の強化であることは容易

に想定できる。

平和をつくり出す宗教者ネット 民主主義の根幹が崩れ社会から批判的

精神が失われ、全体主義がはびこり、最後には社会と国家の危機を乗り越

える道を見失う。

生長の家 科学的真理の探究を操作しようとする政治が、宗教的真理の

探究を尊重することはありえない。

日本自然保護協会・日本野鳥の会・世界自然保護基金ジャパン 科学的

根拠をもとに活動する自然保護団体はじめ、多くの人々に理論的拠り所を

示してきた。学会や研究者への政権の圧力が自由な議論への圧力となり、

不要な忖度や萎縮を引き起こし、政策の適切な実施を阻害するおそれがあ

る。

日本女性学会 学術会議のジェンダー問題の提言は、政策・制度の不備、

不作為を厳しく批判するものでもあった。今回の政府の人事介入はこう

した活動を鈍らせる。

日本児童文学者協会 今回の事件は、単に学問分野のことではなく、

表現の自由、日本の民主主義の行方に関わる由々しき事態である。文化や

教育、学術研究は決して政権の道具ではない。

高校非常勤の教師 宇野重規・東大教授の文章の載った国語教科書で授

業をした。宇野教授を含む6人の日本学術会議会員任命拒否問題に接し、

なんだか怖い想像をしてしまった。文科省に検定され、地方自治体の教育

委員会などが採択する教科書に選ばれる文章、大学入試に出る文章が、何

らかの「忖度」をされ、今までと違う方向に進んだら・・・・。
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